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○富山県富山空港条例施行規則 

昭和38年８月10日 

富山県規則第37号 

改正 昭和47年４月25日規則第29号 

昭和51年９月11日規則第44号 

昭和55年７月29日規則第46号 

昭和59年３月17日規則第４号 

平成３年３月30日規則第13号 

平成11年３月26日規則第４号 

平成15年12月26日規則第83号 

平成17年３月４日規則第２号 

平成18年３月10日規則第５号 

富山県富山空港条例施行規則を次のように定め、公布する。 

富山県富山空港条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山県富山空港条例（昭和38年富山県条例第19号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（空港施設の運用時間外使用許可） 

第２条 条例第３条第２項の規定による許可を受けようとする者は、空港施設運用時間外使

用許可申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

（昭47規則29・追加、昭59規則４・旧第３条繰上・一部改正） 

（空港施設の使用又は使用変更） 

第３条 条例第４条の規定により空港の施設の使用又は使用の変更をしようとする者は、空

港施設使用（使用変更）届出書（様式第１号の２）を知事に提出しなければならない。 

（昭59規則４・追加） 

（許可等の手続の特例） 

第３条の２ 緊急の必要その他やむを得ない理由により、あらかじめ第２条の申請書又は前

条の届出書を提出することができない場合は、電話、電信その他の方法により行うことが

できる。 

２ 前項の方法によつた場合は、着陸後速やかに第２条の申請書又は前条の届出書を知事に

提出しなければならない。 
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（昭59規則４・追加） 

（制限区域への立入り） 

第４条 条例第８条第３号に規定する知事が必要と認めた者は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 燃料、貨物、郵便物等の積卸しの業務に従事する者 

(2) 消防、救急及び警備の業務に従事する者 

(3) 河川管理の業務に従事する者 

(4) 災害及び事故の救難、調査等の業務に従事する者 

(5) 前各号に定める者のほか、特に知事の承認を受けた者 

２ 条例第８条第２号及び前項各号に掲げる者で制限区域に立ち入ろうとするものは、空港

制限区域立入証（腕章）交付申請書（様式第２号）を知事に提出し、空港制限区域立入証

（様式第２号の２）又は腕章（様式第２号の３）の交付を受けなければならない。ただし、

緊急の必要がある場合は、この限りでない。 

（昭59規則４・全改） 

（車両の使用又は取扱い） 

第４条の２ 条例第９条ただし書に規定する知事が必要と認めた場合は、条例第８条第２号

及び前条第１項各号に掲げる者がその業務に伴い車両を使用し、又は取り扱う場合とする。 

２ 条例第９条ただし書の規定により制限区域において車両を運転し、又は知事が定める駐

車場以外の場所において車両を駐車し、修理し、若しくは清掃しようとする者は、空港制

限区域車両使用・取扱証（標旗）交付申請書（様式第２号の４）を知事に提出し、空港制

限区域車両使用・取扱証（様式第２号の５）又は標旗（様式第２号の６）の交付を受けな

ければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。 

（昭59規則４・追加） 

（危険物等の取扱いの許可） 

第５条 条例第10条第２号及び第３号の規定による許可を受けようとする者は、危険物等取

扱許可申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

（昭47規則29・旧第４条繰下、昭59規則４・一部改正） 

（工作物設置等の許可） 

第６条 条例第11条の規定による許可を受けようとする者は、工作物設置等許可申請書（様

式第４号）又は工作物設置等変更許可申請書（様式第５号）を知事に提出しなければなら

ない。 

（昭47規則29・旧第５条繰下） 
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（構内営業の許可） 

第７条 条例第12条第１項の規定による許可を受けようとする者は、構内営業許可申請書（様

式第６号）を知事に提出しなければならない。 

（昭47規則29・旧第６条繰下） 

（構内営業の休廃止） 

第８条 条例第12条第２項の規定による届出をしようとする者は、構内営業休（廃）止届出

書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

（昭47規則29・旧第７条繰下、昭59規則４・一部改正） 

（有料駐車場の入出庫時間） 

第９条 条例第16条第１項に規定する駐車場（以下「有料駐車場」という。）に車両を入庫

させ、又は出庫させることができる時間は、６時から22時までとする。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。 

（平３規則13・追加、平18規則５・一部改正） 

（有料駐車場の利用車両） 

第10条 有料駐車場を利用することができる車両は、道路交通法（昭和35年法律第105号）

第３条の普通自動車（積載物又は取付物を含めて、長さ5.5メートル以下、高さ2.5メート

ル以下のものに限る。）とする。 

（平３規則13・追加、平18規則５・一部改正） 

（使用料の減免） 

第11条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、条例第17条の規定により使用料を減免す

ることができる。 

(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。 

(2) 航空管制その他行政上の必要から着陸を命ぜられて着陸し、又は停留したとき。 

(3) 災害のため、やむを得ず着陸し、又は停留したとき。 

(4) 試験飛行のため着陸したとき。 

(5) 離陸後やむを得ない理由により、他の空港に着陸することなく再び着陸したとき。 

(6) やむを得ない理由により不時着したとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めたとき。 

（昭47規則29・旧第８条繰下、昭55規則46・一部改正、平３規則13・旧第９条繰下） 

（使用料の減免申請） 

第12条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額（免除）申請書（様式第８号）を
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知事に提出しなければならない。ただし、知事はやむを得ないと認めた場合は、これを省

略することができる。 

（昭47規則29・旧第９条繰下、平３規則13・旧第10条繰下） 

（細則） 

第13条 知事は、この規則に定めるもののほか、空港の施設のうち河川区域に係る施設の管

理については、河川管理者と協議して必要な事項を定めるものとする。 

（昭59規則４・追加、平３規則13・旧第11条繰下） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和47年規則第29号） 

この規則は、昭和47年５月１日から施行する。 

附 則（昭和51年規則第44号） 

この規則は、昭和51年10月１日から施行する。 

附 則（昭和55年規則第46号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和55年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県富山空港条例施行規則第９条第３項の規定は、この規則

の施行日前に空港の施設の使用を開始した者で、同日以後も引き続き空港の施設を使用す

るものの当該使用の期間に係る停留料については、なおその効力を有する。 

附 則（昭和59年規則第４号） 

この規則は、昭和59年３月18日から施行する。 

附 則（平成３年規則第13号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成15年規則第83号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成16年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成17年規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成18年規則第５号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・一部改正） 

様式第１号の２（第３条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・一部改正） 

様式第２号（第４条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・平15規則83・一部改正） 

様式第２号の２（第４条関係） 

（昭59規則４・全改） 

様式第２号の３（第４条関係） 

（昭59規則４・追加） 

様式第２号の４（第４条の２関係） 

（昭59規則４・追加、平11規則４・一部改正） 

様式第２号の５（第４条の２関係） 

（昭59規則４・追加） 

様式第２号の６（第４条の２関係） 

（昭59規則４・追加） 

様式第３号（第５条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・平17規則２・一部改正） 

様式第５号（第６条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・一部改正） 

様式第６号（第７条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・平17規則２・一部改正） 

様式第７号（第８条関係） 

（昭59規則４・全改、平11規則４・一部改正） 

様式第８号（第12条関係） 

（昭59規則４・全改、平３規則13・平11規則４・一部改正） 

 


